
１ 計画の位置付け 
 本計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び原子力災害対策特別措置法（平
成 11 年法律第 156 号）に基づき、知事が会長を務める愛媛県防災会議において作成が義務付
けられており、愛媛県の地域に係る国の機関、市町及び公共機関等の防災対策上処理すべき事
務又は業務の大綱について定め、これらの総合的運営を図る基本計画となるものである。 

 

２ 計画修正の背景 
国の防災基本計画や伊方発電所原子力事業者防災業務計画が改正されたことなどを受け、本

計画を修正するものである。 

３ 計画修正の概要 
今回の地域防災計画の主要な修正事項は、以下のとおりである。 

（１）防災基本計画の修正に対応
①災害対策基本法の改正
・避難勧告・指示の一本化
・個別避難計画の作成の努力義務化

②文言表記の統一

（２）原子力災害対策指針の改正に対応
①施設敷地緊急事態要避難者の定義の明確化
②文言表記の統一

（３）伊方発電所原子力事業者防災業務計画の修正に対応
①緊急時活動レベル（EAL）の一部修正
・「原子力災害対策指針」、「原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解
説」等の改正に伴う修正 

・「原子力規制委員会告示第三号（伊方２号機冷却告示）」に伴う修正 

愛媛県地域防災計画の修正について（原子力災害対策編） 

原子力防災に関する法体系

・国、都道府県、市町村等の公共機関の体制確立と責任所在
の明確化

・防災計画の作成
・災害予防、災害応急対策、災害復旧等の災害対策の基本を
定めることによる、総合的かつ計画的な防災行政の整備
及び推進

・初期動作の迅速化
・国、地方公共団体の連携強化
・原子力災害の特殊性に応じた国の緊急時対応体制の強化
（緊急事態応急対策拠点施設等（オフサイトセンター）と防
災専門官の設置） 

・原子力防災における原子力事業者の責務・役割の明確化

災害対策基本法に基づき、中央防災会議
が作成する防災に関する具体的な運用を
定めた基本的な計画 
第１２編が原子力災害対策編で、原子力
災害の発生及び拡大の防止、復旧を図る
ために必要な対策を記述 

原子力防災活動に必要な技術的・専門
的事項を規定 
原子力防災対策一般、防災対策の重点
対象範囲、緊急時環境放射線モニタリ
ング、緊急被ばく医療など災害応急対
策実施のための指針

原子力防災に関し、担当省庁が取
るべき対応体制・措置等の基本を
定めたもの 

原子力防災に関し、道府県、関係
市町等の防災関係機関が取るべき
措置を定めたもの 

個別の原子力事業者の状況に応じ
て、原子力防災に必要な業務を定
めたもの 

災害対策基本法 原子力災害対策特別措置法（原災法） 

原子力災害対策指針 防災基本計画 

国の防災業務計画 県・市町地域防災計画（原子力災害対策編） 原子力事業者防災業務計画 


